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福
島
県
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
条
例　

条
文
新
旧
対
照
表

新

旧

 
 

第
一
条　

〔
略
〕

第
一
条　

〔
略
〕

 
 

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

　

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

　

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

　

一 

～ 

三　
　

〔
略
〕 

　

一 

～ 

三　
　

〔
略
〕 

　

四　

関
係
機
関
等　

学
校
、
児
童
福
祉
施
設
、
病
院
、
女
性
相
談
支
援

　

四　

関
係
機
関
等　

学
校
、
児
童
福
祉
施
設
、
病
院
、
婦
人
相
談
所
、

　
　

セ
ン
タ
ー
（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

を
い
う
。
）
、
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
配
偶
者
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
配
偶
者
か
ら
の

 
 
 
 

暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

　
　

暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

 
 
 
 

法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
） 

 
 
 
 

法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
） 

 
 
 
 

そ
の
他
子
ど
も
の
福
祉
に
業
務
上
関
係
の
あ
る
団
体
及
び
学
校
の
教

 
 
 
 

そ
の
他
子
ど
も
の
福
祉
に
業
務
上
関
係
の
あ
る
団
体
及
び
学
校
の
教

 
 
 
 

職
員
、
幼
稚
園
教
諭
、
保
育
教
諭
、
保
育
士
、
児
童
福
祉
施
設
の
職 

 
 
 
 

職
員
、
幼
稚
園
教
諭
、
保
育
教
諭
、
保
育
士
、
児
童
福
祉
施
設
の
職 

 
 
 
 

員
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
歯
科
衛
生

 
 
 
 

員
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
歯
科
衛
生

　
　

士
、
弁
護
士
、
民
生
・
児
童
委
員
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職

　
　

士
、
弁
護
士
、
民
生
・
児
童
委
員
、
婦
人
相
談
所
の　
　
　
　
　

職

　
　

員
、
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
そ
の
他
子
ど
も
の
福

　
　

員
、
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
そ
の
他
子
ど
も
の
福

　
　

祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
を
い
う
。　
　

 

　
　

祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
を
い
う
。　
　

 

　

 
　

 

第
三
条
か
ら
第
二
十
七
条　

〔
略
〕 
第
三
条
か
ら
第
二
十
七
条　

〔
略
〕　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

附　

則 

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


